
 

 

 

第 ２ 期 

 

大仙市子ども・子育て支援事業計画 
 
 
 

 
 

 

 

令和５年３月  

一 部 変 更  

 

大 仙 市  

 



 

   以下の理由により、計画の見直しを行いました。  

 

 

変 更  理  由  

 

 放課後児童クラブ事業について、計画を上回る利用者が見込まれる

ため。  

 

 

変 更  箇  所  

 

   「第２章子育て支援事業の充実」において、令和５年度、６年度の

放課後児童クラブ事業の計画を見直しました。  
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２．子育て支援体制の充実 

 

 ◆現状と課題 

 

  子どもは地域の宝物であり、一人一人が大きな可能性を秘めています。

子育てについて第一義的な責任は保護者にありますが、子どもは家庭の

みで育つわけではなく、認定こども園や保育園、学校、地域の人々に見

守られながら成長していきます。 

  子どもの成長は何ものにもかえがたい喜びですが、子育てには多大な

労力が必要であり、時には悩むこともあります。多くの方が祖父母や友

人等に相談していますが、中には相談できる相手・機関がなく、悩みを

抱えたまま不安に感じている方もいることが、ニーズ調査結果からわか

ります。また、一時的に子育てに手助けが必要となる場合もあります。 

  子育て支援事業を着実に実施し、子育てを社会全体で支援するために

は、地域・認定こども園・保育園・学校・公民館・図書館等が連携を取

り、地域の子育てに関する情報や活動等の情報を保護者に提供し、協力

して子育てを支援する環境整備が必要です。それとともに、保護者や保

育士・教師などの子どもと関わる人のみならず、地域全体で子ども・子

育てを支えるためにも、地域の人材を確保することが重要です。 

今後、一層の活動の拡大と充実を図るため、人材の確保とともに、各

関係機関、組織同士が連携して子育てに関するサービスと情報を共有化

し、効率的・効果的にサービスを提供することが望まれます。 

保護者の不安を取り除き、日々の子育てが楽しいものと感じられるよ

うに、子ども達が健やかに成長することを社会全体で支える手だてが必

要です。 

 

 

（１）子育て支援団体等への情報提供、支援 

 

  ○市のホームページの内容充実を図り、子育て情報の発信に努めます。 

  ○子育て情報を網羅した「子育て応援ハンドブック」を引き続き作成

し、随時情報を見直して、新しい情報が子育て家庭に届くよう、計

画的に配布します。 

  ○子育て関連団体や関係機関の連携を図り、情報の共有化を推進しま

す。 
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 （２）地域の人材の活用、参画の推進 

 

   新制度に掲げる施策を実施するためには、特技や技能を持った地域

の高齢者や子育てについて経験豊富な主婦などに参画していただく

など、地域の人材を活用することが重要です。高齢者が特技を活かし、

「放課後子供教室」で講師として子ども達と関わったり、子育てが一

段落した主婦が、豊富な育児経験を生かして「子育てサポーター」と

して活躍したりするなど、それぞれの技能、経験を活かし、多方面か

ら子ども及び子育てを支える仕組みづくりを進めることが必要です。 

   

 （３）親子を見守り支えるネットワークづくりの推進 

 

○育児を行っている当事者と地域・学校・企業等が一堂に会して話し

合う機会を設け、育児に対する不安・悩みを共有し、解決に向けて

の方策を検討します。 

○地域において子育てに関係している団体や関係機関と連携を図り、

ネットワークや情報交換の場づくりを推進します。 

 

 

３．児童の健全育成 

 

 ◆現状と課題 

 

 「教育・保育事業の充実」の現状と課題と同様、保護者の仕事や社

会活動への参加と子育ての両立を図るためには、小学校就学後の児童

の保育の場も必要となります。ニーズ調査では、小学校就学後の放課

後の過ごし方について、低学年で 23.7％、高学年で 13.4％の保護者が

放課後児童クラブの利用を希望しています。 

 これまでも必要に応じて放課後児童クラブの整備や放課後児童支援

員の資質向上を図ってきましたが、今後も各地域のニーズ量に見合っ

た放課後児童クラブの整備・運営が求められます。 
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 （１）安全・安心な居場所づくりの推進 

 

  保護者の就労などにより、児童が帰宅しても保護者等が家庭にいな

いことが常態となっている児童に対して、適切な遊びや生活の場を提

供する「放課後児童クラブ」を利用ニーズに合わせ拡充します。 

  なお、拡充にあたっては公共施設や学校の余裕教室を活用すること

を基本とし、ニーズの量に対応してまいります。 

また、これまでも学校や公共施設において、地域の人材を活用し、

子ども達へ様々な体験活動を提供してきた「放課後子供教室」と「放

課後児童クラブ」の連携を図り、地域の子ども達が安全・安心に過ご

しつつ多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とし

て両事業の整備を進める「新・放課後子ども総合プラン」を推進しま

す。 

 

 

＜放課後児童クラブと放課後子供教室のイメージ＞ 

 

○単独型 

…それぞれの事業が独自に活動内容を計画して、運営する形態。 

 

○連携型 

…児童クラブを利用している児童が、放課後子供教室を開催して

いる学校や施設に移動して、地域の子ども達と一緒に体験・活

動を行う形態。 

児童クラブを利用している児童は、活動終了後、児童クラブに

戻って活動します。 

 

○一体型 

…全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小

学校内等で両事業を実施して、児童クラブを利用している、し

ていないにかかわらず、全ての児童が放課後子供教室の活動プ

ログラムに参加できる形態。 

両事業の指導員・従事者が、活動プログラムの企画段階から連

携して取り組み、多様な体験・活動の機会を提供します。 
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 ア  放課後児童クラブ事業の拡充及び放課後子ども総合プランの推進 

 

【大仙市全域】 

低学年 1,564人 1,555人 1,476人

高学年 1,702人 1,647人 1,624人

853人 847人 859人

54.54% 54.47% 58.20%

33.62% 245人 33.82% 236人 35.06% 228人

14.39% 14.33% 14.04%

1,135人 1,155人 1,155人

26か所 27か所 27か所

低学年のみ
（B-A')

37人 282人 72人 308人 68人 296人

低学年 1,440人 1,445人

高学年 1,546人 1,521人

860人 860人

59.72% 59.52%

38.98% 304人 38.84% 292人

19.66% 19.20%

1,265人 1,265人

28か所 28か所

低学年のみ
（B-A')

101人 405人 113人 405人

令和2年度 令和3年度 令和4年度

児童数 3,266人 3,202人 3,100人

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

1,098人 1,083人 1,087人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B)

実施箇所数

過不足
（B-A)

確
保
の
方
策

定員（B)

実施箇所数

過不足
（B-A)

令和6年度

児童数 2,986人 2,966人

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

1,164人 1,152人

高学年

令和5年度
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○ニーズ量に対応するため、教育委員会と連携を図り、学校の余裕教室

などを児童クラブとして活用できるよう検討します。 

○利用ニーズに対応するため、早急に定員を確保する必要がありますが、

当面は小学生低学年の利用希望者の確保を進め、状況に応じて利用対

象を拡充していきます。 

○放課後児童支援員及び支援補助員の確保を進めるとともに、研修等を

通じ質の向上をしていきます。 

 

 

【大曲地域】 

低学年 808人 839人 798人 790人 827人

高学年 872人 833人 817人 773人 782人

479人 488人 518人 501人 524人

59.28% 58.16% 64.91% 63.42% 63.36%

36.37% 132人 36.72% 126人 39.44% 119人 42.03% 156人 42.39% 158人

15.14% 15.13% 14.57% 20.18% 20.20%

低学年のみ
（B-A') 29人 161人 26人 152人 3人 122人 43人 199人 18人 176人

17か所 17か所 17か所 18か所 18か所

過不足
（B-A)

682人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 640人 640人 640人 700人 700人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

611人 614人 637人 657人

児童数 1,680人 1,672人 1,615人 1,563人 1,609人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

 

○大曲地域は小学校数が８校と、市内２１校中の約４０％を占めており、

対象児童数は約５０％となっています。 

○実施箇所数の増加や利用定員の拡充を進め、充足率の向上を図ります。 
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【神岡地域】 

低学年 87人 91人 87人 80人 84人

高学年 110人 103人 97人 102人 92人

51人 46人 45人 52人 53人

58.62% 50.55% 51.72% 65.00% 63.10%

31.47% 11人 29.38% 11人 30.43% 11人 40.11% 21人 39.77% 17人

10.00% 10.68% 11.34% 20.59% 18.48%

低学年のみ
（B-A') 8人 19人 13人 24人 14人 25人 △ 3人 18人 0人 17人

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

過不足
（B-A)

70人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 70人 70人 70人 70人 70人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

62人 57人 56人 73人

児童数 197人 194人 184人 182人 176人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

○増加するニーズ量に対応するため、平成２８年度より児童クラブを移

転し、事業を実施しています。 

○移転前は定員４５名１施設単位であったものを、平成２８年度より定

員７０名２施設単位とし、ニーズに対応しています。 

 

【西仙北地域】 

低学年 115人 97人 101人 107人 102人

高学年 142人 144人 139人 119人 112人

52人 49人 45人 59人 56人

45.22% 50.52% 44.55% 55.14% 54.90%

26.07% 15人 26.56% 15人 25.00% 15人 30.53% 10人 30.37% 9人

10.56% 10.42% 10.79% 8.40% 8.04%

低学年のみ
（B-A') 23人 38人 26人 41人 30人 45人 21人 31人 25人 34人

2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

過不足
（B-A)

65人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 90人 90人 90人 90人 90人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

67人 64人 60人 69人

児童数 257人 241人 240人 226人 214人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

○主に低学年の児童が利用する西仙北児童クラブは、西仙北小学校の敷

地内にあるため、児童が安全に移動することができる状況です。 

○高学年の利用ニーズに対応するため、平成３０年度より西仙北支所敷

地内に西仙北第２児童クラブを新設しています。 
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【中仙地域】 

低学年 172人 152人 127人 135人 124人

高学年 157人 157人 165人 169人 173人

70人 73人 65人 70人 64人

40.70% 48.03% 51.18% 51.85% 51.61%

24.01% 9人 26.54% 9人 25.34% 9人 30.59% 23人 29.63% 24人

5.73% 5.73% 5.45% 13.61% 13.87%

低学年のみ
（B-A') △ 9人 0人 8人 17人 16人 25人 7人 30人 12人 36人

1か所 2か所 2か所 2か所 2か所

過不足
（B-A)

88人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 70人 90人 90人 100人 100人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

79人 82人 74人 93人

児童数 329人 309人 292人 304人 297人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

 

○中仙地域は小学校４校に対し、児童クラブは１か所での運営となって

おり、定員超過の状況が続いています。 

○令和３年４月に豊川小学校と豊岡小学校が統合となることから、空き

校舎となる豊岡小学校を活用し児童クラブを整備することで、中仙地

域の児童クラブを２か所とし、利用児童の分散と定員の拡充を図りま

す。 

 

【協和地域】 

低学年 84人 78人 69人 67人 62人

高学年 90人 97人 87人 75人 76人

30人 29人 26人 30人 28人

35.71% 37.18% 37.68% 44.78% 45.16%

27.59% 18人 25.71% 16人 27.56% 17人 31.69% 15人 31.16% 15人

20.00% 16.49% 19.54% 20.00% 19.74%

低学年のみ
（B-A') 22人 40人 25人 41人 27人 44人 25人 40人 27人 42人

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

過不足
（B-A)

43人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 70人 70人 70人 70人 70人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

48人 45人 43人 45人

児童数 174人 175人 156人 142人 138人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

○協和小学校の余裕教室を活用して児童クラブを開設しています。 

○平成２８年度より定員を２０名増加、平成３０年度より１０名増加し

たことにより、利用ニーズに対応することができています。 
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【南外地域】 

低学年 59人 65人 59人 49人 41人

高学年 46人 36人 49人 46人 49人

25人 29人 32人 27人 23人

42.37% 44.62% 54.24% 55.10% 56.10%

30.48% 7人 35.64% 7人 36.11% 7人 41.05% 12人 40.00% 13人

15.22% 19.44% 14.29% 26.09% 26.53%

低学年のみ
（B-A') △ 2人 5人 △ 6人 1人 △ 9人 △ 2人 11人 23人 14人 27人

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

過不足
（B-A)

36人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 30人 30人 30人 50人 50人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

32人 36人 39人 39人

児童数 105人 101人 108人 95人 90人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

 

○南外小学校の余裕教室を活用して、児童クラブを開設しています。 

○利用動向を踏まえつつ、定員の変更を行い、ニーズ量に対応します。 

【仙北地域】 

低学年 137人 141人 141人 125人 125人

高学年 156人 155人 156人 154人 138人

82人 74人 73人 71人 66人

59.85% 52.48% 51.77% 56.80% 52.80%

37.20% 27人 34.46% 28人 34.01% 28人 39.07% 38人 36.12% 29人

17.31% 18.06% 17.95% 24.68% 21.01%

低学年のみ
（B-A') △ 14人 13人 △ 7人 21人 △ 6人 22人 △ 14人 24人 0人 29人

2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

過不足
（B-A)

95人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 95人 95人 95人 95人 95人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

109人 102人 101人 109人

児童数 293人 296人 297人 279人 263人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

 

○地域内２小学校の利用児童を、ぞれぞれの学校に対応した施設で補っ

ています。 

○利用ニーズの状況に応じ、学校の余裕教室の活用について、教育委員

会・学校と協議し、施設の増加を目指します。 
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【太田地域】 

低学年 102人 92人 94人 87人 80人

高学年 129人 122人 114人 108人 99人

64人 59人 55人 50人 46人

62.75% 64.13% 58.51% 57.47% 57.50%

38.96% 26人 38.79% 24人 37.02% 22人 40.51% 29人 40.78% 27人

20.16% 19.67% 19.30% 26.85% 27.27%

低学年のみ
（B-A') △ 20人 6人 △ 13人 11人 △ 7人 15人 11人 40人 17人 44人

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

過不足
（B-A)

73人

高学年

確
保
の
方
策

定員（B) 70人 70人 70人 90人 90人

実施箇所数

ニーズ量
（A)

低学年
（A')

90人 83人 77人 79人

児童数 231人 214人 208人 195人 179人

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 

○地域内３小学校の利用児童を１施設で補っています。 

○放課後に各学校をワゴン車等で巡回し、児童クラブへ送迎しています。 

○利用ニーズも高いことから、状況に応じて定員を変更して対応します。 

 

 イ  放課後子供教室の推進 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,298人 3,199人 3,140人 3,020人 2,975人

低学年 1,557人 1,534人 1,536人 1,463人 1,441人

高学年 1,741人 1,665人 1,604人 1,557人 1,534人

24か所 24か所 24か所 24か所 24か所

児童数

実施箇所数

 

放課後子供教室は、令和元年度末現在、市内２４箇所で実施されてい

ます。近隣の放課後児童クラブとの連携が図られ、児童クラブの利用児

童の参加など、地域の子ども達が一体的に体験活動を行っています。 

活動プログラムの実施には地域の人材の協力が不可欠ですが、地域の

人材を活用して、体験プログラムや学習支援、スポーツ活動など、内容

の充実を図ります。 

利用児童の移動中の事故防止のため、小学校の余裕教室などを活用し、

児童が校外に移動せずに、安心・安全で楽しく過ごせる場所の確保に努

めます。 
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 ウ  放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な、 

または連携による実施に関する具体的な方策 

 

  二つの事業を一体的に進めるため、教育委員会と福祉部局の連携を深

め、適切な体制づくりに努めます。 

  また、事業内容の充実を図るため放課後児童支援員に対する研修の充

実を図るほか、地域の人材の発掘・活用を進めます。 

 

 

 エ  小学校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策 

 

  教育委員会と、「余裕教室等を活用した放課後児童クラブの管理運営

等に関する協定書」を締結しております。本協定に基づき、余裕教室等

の確保及び活用をしていきます。  

 

 オ  教育委員会と子ども支援課の具体的な連携に関する方策 

 

  放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に運営するにあたり、活

動中に発生した事故に対する対応や、予算措置・執行における対応など

を、事前に協議し、協定を取り交わすなど、責任の所在を明確にします。 

 

 














































